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東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例 新旧対照表 

改  正  後 現     行 

東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例 

平成３０年２月１７日 

条例第１号 

（目的） 

第１条 この条例は、住宅宿泊事業法（平成２

９年法律第６５号。以下「法」という。）の

規定に基づき、住宅宿泊事業の適正な運営の

確保に関し必要な事項を定めることにより、

宿泊者の安全・安心の確保及び台東区民（以

下「区民」という。）の安全で快適な生活環

境を維持することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法

（法第２条第４項を除く。）で使用する用語

の例による。 

２ この条例において「住宅宿泊事業者」と

は、法第２条第４項に規定する住宅宿泊事業

者であって、台東区（以下「区」という。）

の区域内（以下「区内」という。）において

住宅宿泊事業を営むものをいう。 

 

（区長の責務） 

第３条 東京都台東区長（以下「区長」とい

う。）は、この条例の目的を達成するため、

次に掲げる事項を行わなければならない。 

（１） 住宅宿泊事業の適正な運営の確保に

関する施策の策定、実施及び周知 

（２） 警察署若しくは消防署又はその他の

関係機関との連携 

（３） 届出住宅の状況等に関し台東区規則

東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例 

平成３０年２月１７日 
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（目的） 

第１条 この条例は、住宅宿泊事業法（平成２

９年法律第６５号。以下「法」という。）の

規定に基づき、住宅宿泊事業の適正な運営の

確保に関し必要な事項を定めることにより、

宿泊者の安全・安心の確保及び台東区民（以

下「区民」という。）の安全で快適な生活環

境を維持することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法

（法第２条第４項を除く。）で使用する用語

の例による。 

２ この条例において「住宅宿泊事業者」と

は、法第２条第４項に規定する住宅宿泊事業

者であって、台東区（以下「区」という。）

の区域内（以下「区内」という。）において

住宅宿泊事業を営むものをいう。 

 

（区長の責務） 

第３条 東京都台東区長（以下「区長」とい

う。）は、この条例の目的を達成するため、

次に掲げる事項を行わなければならない。 

（１） 住宅宿泊事業の適正な運営の確保に

関する施策の策定、実施及び周知 

（２） 警察署若しくは消防署又はその他の

関係機関との連携 

（３） 届出住宅の状況等に関し台東区規則
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（以下「規則」という。）で定める事項の

確認 

（４） 住宅宿泊事業者に対する講習会の実

施 

 

（区民の責務） 

第４条 区民は、区が実施する前条第１号の施

策に協力するよう努めるものとする。 

 

（住宅宿泊事業者の責務） 

第５条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実

施に際して宿泊者の安全の確保を図るととも

に、届出住宅の周辺地域の生活環境に悪影響

を及ぼさないようにしなければならない。 

 

（宿泊者の責務） 

第６条 宿泊者は、届出住宅の利用に当たって

は、届出住宅の周辺地域の生活環境に悪影響

を及ぼさないようにしなければならない。 

 

（建物又は土地の提供者等の責務） 

第７条 区内に存する建物（その一部を含

む。）又は土地を他人に提供する者は、当該

提供に係る契約（その更新の契約を含む。）

の締結に際して、当該建物又は当該土地に建

築する建物における住宅宿泊事業の実施の可

否を当該契約書に記載するよう努めなければ

ならない。 

２ 区内に存する建物の区分所有者（建物の区

分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６

９号）第２条第２項に規定する区分所有者を

いう。）は、当該建物における住宅宿泊事業

の実施の可否を規約等（同法第３０条第１項

（以下「規則」という。）で定める事項の

確認 

（４） 住宅宿泊事業者に対する講習会の実

施 

 

（区民の責務） 

第４条 区民は、区が実施する前条第１号の施

策に協力するよう努めるものとする。 

 

（住宅宿泊事業者の責務） 

第５条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実

施に際して宿泊者の安全の確保を図るととも

に、届出住宅の周辺地域の生活環境に悪影響

を及ぼさないようにしなければならない。 

 

（宿泊者の責務） 

第６条 宿泊者は、届出住宅の利用に当たって

は、届出住宅の周辺地域の生活環境に悪影響

を及ぼさないようにしなければならない。 

 

（建物又は土地の提供者等の責務） 

第７条 区内に存する建物（その一部を含

む。）又は土地を他人に提供する者は、当該

提供に係る契約（その更新の契約を含む。）

の締結に際して、当該建物又は当該土地に建

築する建物における住宅宿泊事業の実施の可

否を当該契約書に記載するよう努めなければ

ならない。 

２ 区内に存する建物の区分所有者（建物の区

分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６

９号）第２条第２項に規定する区分所有者を

いう。）は、当該建物における住宅宿泊事業

の実施の可否を規約等（同法第３０条第１項
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に規定する規約及び当該規約に基づき定める

細則等をいう。）に定めるよう努めなければ

ならない。 

 

（周辺地域の住民等に対する周知） 

第８条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、当

該事業を営む旨及び次に掲げる事項につい

て、当該事業を営もうとする住宅ごとに、法

第３条第１項の届出（以下「届出」とい

う。）をしようとする日の１５日前までに、

当該住宅の周辺地域の住民及び学校等その他

規則で定めるもの（以下これらを「周辺地域

の住民等」という。）に対し、書面により周

知しなければならない。 

（１） 商号、名称又は氏名及び連絡先 

（２） 住宅の所在地 

（３） 住宅宿泊事業を開始しようとする日 

（４） 法第９条第１項（法第３６条におい

て準用する場合を含む。）の規定により宿

泊者に対して説明すべき同項に規定する事

項 

（５） 法第１１条第１項の規定による住宅

宿泊管理業務の委託（以下「住宅宿泊管理

業務の委託」という。）をする場合におい

ては、受託者である住宅宿泊管理業者の商

号、名称又は氏名、連絡先及び管理方法 

２ 住宅宿泊事業者は、前項第１号、第４号又

は第５号に掲げる事項を変更しようとすると

きは、変更しようとする日の１５日前まで

に、その旨を届出住宅の周辺地域の住民等に

対し、書面により周知しなければならない。 

 

（区長への報告） 

に規定する規約及び当該規約に基づき定める

細則等をいう。）に定めるよう努めなければ

ならない。 

 

（周辺地域の住民等に対する周知） 

第８条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、当

該事業を営む旨及び次に掲げる事項につい

て、当該事業を営もうとする住宅ごとに、法

第３条第１項の届出（以下「届出」とい

う。）をしようとする日の１５日前までに、

当該住宅の周辺地域の住民及び学校等その他

規則で定めるもの（以下これらを「周辺地域

の住民等」という。）に対し、書面により周

知しなければならない。 

（１） 商号、名称又は氏名及び連絡先 

（２） 住宅の所在地 

（３） 住宅宿泊事業を開始しようとする日 

（４） 法第９条第１項（法第３６条におい

て準用する場合を含む。）の規定により宿

泊者に対して説明すべき同項に規定する事

項 

（５） 法第１１条第１項の規定による住宅

宿泊管理業務の委託（以下「住宅宿泊管理

業務の委託」という。）をする場合におい

ては、受託者である住宅宿泊管理業者の商

号、名称又は氏名、連絡先及び管理方法 

２ 住宅宿泊事業者は、前項第１号、第４号又

は第５号に掲げる事項を変更しようとすると

きは、変更しようとする日の１５日前まで

に、その旨を届出住宅の周辺地域の住民等に

対し、書面により周知しなければならない。 

 

（区長への報告） 
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第９条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、届

出の際に、前条第１項の規定による周知を行

った旨及びその内容を規則で定めるところに

より区長に報告しなければならない。 

２ 住宅宿泊事業者は、前条第２項の規定によ

る周知を行ったときは、速やかに、その旨及

び内容を規則で定めるところにより区長に報

告しなければならない。 

 

（周辺地域の住民等に対する説明） 

第１０条 住宅宿泊事業を営もうとする者及び

住宅宿泊事業者は、周辺地域の住民等から第

８条に掲げる事項について説明を求められた

場合、適切な説明を行わなければならない。 

 

（標識の掲示） 

第１１条 住宅宿泊事業者は、共同住宅等にお

いて住宅宿泊事業を実施する場合、あらかじ

め管理組合等の承諾を得た上で、当該事業を

実施する住戸に住宅宿泊事業法施行規則（平

成２９年厚生労働省令・国土交通省令第２

号。以下「省令」という。）第１１条に規定

する標識及び区が交付する標識を規則で定め

る場所に掲示しなければならない。 

 

（廃棄物の適正処理） 

第１２条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の

実施に伴って生じた廃棄物を自らの責任にお

いて適正に処理しなければならない。 

 

（苦情及び問合せへの対応等） 

第１３条 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺

地域の住民等からの苦情及び問合せに迅速に

第９条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、届

出の際に、前条第１項の規定による周知を行

った旨及びその内容を規則で定めるところに

より区長に報告しなければならない。 

２ 住宅宿泊事業者は、前条第２項の規定によ

る周知を行ったときは、速やかに、その旨及

び内容を規則で定めるところにより区長に報

告しなければならない。 

 

（周辺地域の住民等に対する説明） 

第１０条 住宅宿泊事業を営もうとする者及び

住宅宿泊事業者は、周辺地域の住民等から第

８条に掲げる事項について説明を求められた

場合、適切な説明を行わなければならない。 

 

（標識の掲示） 

第１１条 住宅宿泊事業者は、共同住宅等にお

いて住宅宿泊事業を実施する場合、あらかじ

め管理組合等の承諾を得た上で、当該事業を

実施する住戸に住宅宿泊事業法施行規則（平

成２９年厚生労働省令・国土交通省令第２

号。以下「省令」という。）第１１条に規定

する標識及び区が交付する標識を規則で定め

る場所に掲示しなければならない。 

 

（廃棄物の適正処理） 

第１２条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の

実施に伴って生じた廃棄物を自らの責任にお

いて適正に処理しなければならない。 

 

（苦情及び問合せへの対応等） 

第１３条 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺

地域の住民等からの苦情及び問合せに迅速に
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対応するため、規則で定める体制を確保し、

対応しなければならない。 

２ 住宅宿泊事業者は、前項の苦情及び問合せ

に対応した場合において、当該苦情及び問合

せの内容等を記録し、当該記録を３年間保存

しなければならない。 

 

（宿泊者に対する重要事項の掲示） 

第１４条 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺

地域の生活環境への悪影響の防止並びに外国

人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の

確保のため、省令第８条第２項第１号から第

３号までに規定する事項、国土交通省関係住

宅宿泊事業法施行規則（平成２９年国土交通

省令第６５号）第２条第１号から第３号まで

に規定する措置に係る事項及び次に掲げる事

項について届出住宅内において掲示その他の

適切な方法により、宿泊者が届出住宅に宿泊

している間、確認できるようにしなければな

らない。 

（１） 臭気の発生の防止に関すること。 

（２） 喫煙方法の遵守に関すること。 

（３） 外国人観光客である宿泊者を受け入

れることが可能な医療機関について規則で

定める事項 

 

（本人確認） 

第１５条 住宅宿泊事業者は、宿泊者が届出住

宅の使用を開始するまでに、当該宿泊者につ

いて本人確認を行わなければならない。 

 

（住宅宿泊管理業者への準用） 

第１６条 第５条及び前５条の規定は、住宅宿

対応するため、規則で定める体制を確保し、

対応しなければならない。 

２ 住宅宿泊事業者は、前項の苦情及び問合せ

に対応した場合において、当該苦情及び問合

せの内容等を記録し、当該記録を３年間保存

しなければならない。 

 

（宿泊者に対する重要事項の掲示） 

第１４条 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺

地域の生活環境への悪影響の防止並びに外国

人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の

確保のため、省令第８条第２項第１号から第

３号までに規定する事項、国土交通省関係住

宅宿泊事業法施行規則（平成２９年国土交通

省令第６５号）第２条第１号から第３号まで

に規定する措置に係る事項及び次に掲げる事

項について届出住宅内において掲示その他の

適切な方法により、宿泊者が届出住宅に宿泊

している間、確認できるようにしなければな

らない。 

（１） 臭気の発生の防止に関すること。 

（２） 喫煙方法の遵守に関すること。 

（３） 外国人観光客である宿泊者を受け入

れることが可能な医療機関について規則で

定める事項 

 

（本人確認） 

第１５条 住宅宿泊事業者は、宿泊者が届出住

宅の使用を開始するまでに、当該宿泊者につ

いて本人確認を行わなければならない。 

 

（住宅宿泊管理業者への準用） 

第１６条 第５条及び前５条の規定は、住宅宿
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泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者

について準用する。 

 

（住宅宿泊事業の実施の制限） 

泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者

について準用する。 

 

（住宅宿泊事業の実施の制限） 

第１７条 法第１８条の規定により住宅宿泊事

業の実施の制限をする区域（以下「制限区

域」という。）は、区の全域とする。 

第１７条 （新設） 

２ 制限区域において、月曜日の正午から土曜

日の正午まで（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日の

正午から翌日の正午まで及び１２月３０日正

午から翌年１月４日正午までを除く。）の間

は、住宅宿泊事業を実施することはできな

い。 

 

 

 

（届出住宅の公表） 

第１８条 区長は、届出住宅に関する次に掲げ

る事項を公表しなければならない。 

（１） 所在地 

（２） 届出番号 

（３） 届出日 

２ 区長は、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業

務の委託をする場合において、前項に掲げる

事項に加え、住宅宿泊管理業者について次に

掲げる事項を公表しなければならない。 

（１） 商号、名称又は氏名及び連絡先 

（２） 登録番号 

 法第１１条第１項第２号に規定するとき

は、区内全域において、月曜日の正午から土

曜日の正午まで（国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日の正午から翌日の正午まで及び１２月３０

日正午から翌年１月４日正午までを除く。）

の間は、住宅宿泊事業を実施することはでき

ない。ただし、規則で定めるものが常駐する

場合は、この限りでない。 

 

（届出住宅の公表） 

第１８条 区長は、届出住宅に関する次に掲げ

る事項を公表しなければならない。 

（１） 所在地 

（２） 届出番号 

（３） 届出日 

２ 区長は、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業

務の委託をする場合において、前項に掲げる

事項に加え、住宅宿泊管理業者について次に

掲げる事項を公表しなければならない。 

（１） 商号、名称又は氏名及び連絡先 

（２） 登録番号 

  

（指導及び勧告）  

第１９条 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営

を確保するため必要があると認めるとき（法

第１５条の規定による業務改善命令をするこ

とができるときを除く。）は、その必要の限

度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の

（新設） 
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方法の変更その他業務の運営の改善に必要な

措置をとるよう指導し、及び勧告することが

できる。 

２ 区長は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確

保するため必要があると認めるとき（法第４

１条第２項の規定による業務改善命令をする

ことができるときを除く。）は、その必要の

限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業

務の方法の変更その他業務の運営の改善に必

要な措置をとるよう指導し、及び勧告するこ

とができる。 

 

  

（業務改善命令）  

第２０条 区長は、前条の規定による指導及び

勧告を受けた者が当該指導及び勧告に従わな

いときは、その者に対し、相当の期間を定め

て、同条の措置をとるべきことを命ずること

ができる。 

（新設） 

  

（違反者の公表） （違反者の公表） 

第２１条 区長は、次の各号のいずれかに該当

する者について、公表することができる。 

第１９条 区長は、法第１５条に規定する業務

改善命令に従わなかった住宅宿泊事業者につ

いて、次に掲げる事項を公表することができ

る。 

(１) 法第１５条若しくは法第４１条第２項

又は前条に規定する業務改善命令に従わな

い者 

(１) 商号、名称又は氏名 

(２) 法第１６条第１項に規定する業務停止

命令を受けた者 

(２) 届出住宅の所在地 

(３) 法第１６条第２項に規定する業務廃止

命令を受けた者 

(３) 当該業務改善命令の内容 

２ 前項の規定により公表する事項は、次に掲

げるものとする。 

（新設） 

(１) 商号、名称又は氏名  

(２) 届出住宅の所在地  

(３) 届出番号  

(４) 当該命令の内容  
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（委 任） （委 任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

第２０条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例第１７条の規定は、この

条例の施行の日以後に住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第３条第１項の規定による住宅

宿泊事業を営む旨の届出をする住宅について適用し、同日前に同項の規定による住宅宿泊事業を営

む旨の届出をした住宅については、なお従前の例による。 


